
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

馬

場

勝

也

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
教
育
職
給
料
表

」
を
削
る
。

(四)

第
二
条
の
二
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
二
」
に
、
「
Ⅰ
種
」
を
「
総
合
職
（
大
卒
）
」
に
改
め

る
。別

表
教
育
職
給
料
表

の
項
第
四
号
中
「
教
育
研
究
所
に
勤
務
す
る
部
長
」
を
「
教
育
研
究
所
に
勤

(二)

務
す
る
参
事
、
部
長
及
び
主
幹
（
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当
該

(二)

職
と
な
つ
た
者
及
び
教
育
職
給
料
表

以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当

(二)

該
職
と
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
直
前
に
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け

(二)

て
い
た
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
指
導
主
事
」
を
「
指
導
主
事
（
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
指
導
主
事
と
な
つ
た
者
及
び
教
育
職
給
料
表

以
外
の

(二)

(二)

給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
指
導
主
事
と
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
料
表

が
適
用
さ
れ
る
直
前
に
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
表
教

(二)

育
職
給
料
表

の
項
第
一
号
中
「
及
び
小
学
校
」
を
「
、
小
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同

(三)

項
第
二
号
中
「
教
育
研
究
所
に
勤
務
す
る
部
長
」
を
「
教
育
研
究
所
に
勤
務
す
る
参
事
、
部
長
及
び
主

幹
（
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
と
な
つ
た
者
及
び
教
育
職

(三)

給
料
表

以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
か
ら
引
き
続
き
当
該
職
と
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、

(三)

当
該
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
直
前
に
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
に
限
る
。
）
」
に
改

(三)

め
、
同
項
第
三
号
中
「
指
導
主
事
」
を
「
指
導
主
事
（
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員

(三)

か
ら
引
き
続
き
指
導
主
事
と
な
つ
た
者
及
び
教
育
職
給
料
表

以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た

(三)

職
員
か
ら
引
き
続
き
指
導
主
事
と
な
つ
た
者
で
あ
つ
て
、
当
該
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
直
前
に
教
育
職

給
料
表

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
表
教
育
職
給
料
表

の
項
を
削
り
、

(三)

(四)

同
表
医
療
職
給
料
表

の
項
中
「
病
院
、
」
を
削
り
、
同
表
医
療
職
給
料
表

の
項
中
「
病
院
、
」
を

(一)

(二)

削
り
、
「
、
教
育
職
給
料
表

又
は
教
育
職
給
料
表

」
を
「
又
は
教
育
職
給
料
表

」
に
改
め
、
同

(三)

(四)

(三)

項
第
一
号
中
「
調
剤
等
に
」
を
「
医
療
業
務
等
に
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
か
ら
同
項
第
八
号
ま
で
を



削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
及
び
歯
科
技
工
士
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
十
号
を

削
り
、
同
表
医
療
職
給
料
表

の
項
中
「
病
院
、
」
及
び
「
（
教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
者

(三)

(四)

を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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